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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーアシスト装置に用いられるアクチュエータを操作するための操作グリップであっ
て、
　前記パワーアシスト装置の操作部に固定される軸部と、
　この軸部を遊嵌する状態で装着される筒状の把持部と、
　前記軸部の表面にセンシング部を配置してなる圧力センサと、
　前記把持部の内部表面において前記圧力センサのセンシング部に対向する位置に突設さ
れた作用部と、
　前記圧力センサおよび前記作用部に対して相互に離間する方向へ付勢する付勢手段と
を備え、
　前記圧力センサは、前記軸部に埋設され、センシング部を該軸部の表面に露出させるよ
うに配置されていることを特徴とする操作グリップ。
【請求項２】
　パワーアシスト装置に用いられるアクチュエータを操作するための操作グリップであっ
て、
　前記パワーアシスト装置の操作部に固定される軸部と、
　この軸部を遊嵌する状態で装着される筒状の把持部と、
　前記軸部の表面にセンシング部を配置してなる圧力センサと、
　前記把持部の内部表面において前記圧力センサのセンシング部に対向する位置に突設さ
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れた作用部と、
　前記圧力センサおよび前記作用部に対して相互に離間する方向へ付勢する付勢手段と
を備え、
　前記軸部は、外部形状における断面形状を矩形とし、前記圧力センサは、上記矩形断面
のうち対向する二辺の一方または両方に配置されるものであり、前記把持部は、内部形状
における断面形状を矩形とし、前記作用部は、前記圧力センサが配置される辺に対向する
辺に設けられ、かつ該圧力センサが配置される辺との間には所定の間隙が形成されるもの
であり、該圧力センサが設けられない対向する二辺を構成する平面部と、該作用部が設け
られない対向する二辺を構成する平面部とが、相互に摺接されていることを特徴とする操
作グリップ。
【請求項３】
　パワーアシスト装置に用いられるアクチュエータを操作するための操作グリップであっ
て、
　前記パワーアシスト装置の操作部に固定される軸部と、
　この軸部を遊嵌する状態で装着される筒状の把持部と、
　前記軸部の表面にセンシング部を配置してなる圧力センサと、
　前記把持部の内部表面において前記圧力センサのセンシング部に対向する位置に突設さ
れた作用部と、
　前記圧力センサおよび前記作用部に対して相互に離間する方向へ付勢する付勢手段と
を備え、
　前記軸部は、前記把持部の両端が摺接するように大径に膨出させたストッパ手段を備え
るものであることを特徴とする操作グリップ。
【請求項４】
　前記圧力センサは、前記軸部に埋設され、センシング部を該軸部の表面に露出させるよ
うに配置されている請求項２または３に記載の操作グリップ。
【請求項５】
　前記圧力センサは、前記軸部の軸線を中心に相互に逆向きにセンシング部を配置した少
なくとも２個の圧力センサ群であり、前記作用部は、前記軸部の両側から前記圧力センサ
群の個々のセンシング部に対し個別に対向するように、前記把持部の内部表面に突設され
た作用部群であり、前記付勢手段は、それぞれの圧力センサおよび作用部に対して双方向
に離間させるように付勢する二組の付勢手段である請求項１ないし４のいずれかに記載の
操作グリップ。
【請求項６】
　前記圧力センサに接続される信号線は、前記軸部の内部に配設されている請求項１ない
し５のいずれかに記載の操作グリップ。
【請求項７】
　前記軸部は筒状体または中空体によって構成され、該筒状体または中空体の内部に高剛
性材料を挿通または内蔵してなる請求項１ないし６のいずれかに記載の操作グリップ。
【請求項８】
　パワーアシスト装置に用いられるアクチュエータを操作するための操作グリップであっ
て、
　前記パワーアシスト装置の操作部に固定される軸部と、
　この軸部を遊嵌する状態で装着される筒状の把持部と、
　前記軸部の表面にセンシング部を配置してなる圧力センサと、
　前記把持部の内部表面において前記圧力センサのセンシング部に対向する位置に突設さ
れた作用部と、
　前記圧力センサおよび前記作用部に対して相互に離間する方向へ付勢する付勢手段と
を備える操作グリップを有するパワーアシスト機能を有する移動体であって、
　左右対称に装着される一対の車輪と、該車輪を独立して駆動するための二つのアクチュ
エータと、左右対称に設置される一対の操作部とを備え、前記一対の操作部のそれぞれに
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前記操作グリップが設けられ、該操作グリップの圧力センサによって検出される圧力の程
度に応じて、前記アクチュエータを個別に制御してなることを特徴とする移動体。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の操作グリップを有するパワーアシスト機能を有す
る移動体であって、左右対称に装着される一対の車輪と、該車輪を独立して駆動するため
の二つのアクチュエータと、左右対称に設置される一対の操作部とを備え、前記一対の操
作部のそれぞれに前記操作グリップが設けられ、該操作グリップの圧力センサによって検
出される圧力の程度に応じて、前記アクチュエータを個別に制御してなることを特徴とす
る移動体。
【請求項１０】
　前記アクチュエータはモータドライバを有する電動モータであり、圧力センサによる検
出値に基づきアシスト力を算出するとともに、該アシスト力に必要な前記電動モータの電
圧値を算出する演算手段を備え、該演算手段によって算出される電圧指令に基づきモータ
ドライバが電動モータの出力を制御してなる請求項８に記載の移動体。
【請求項１１】
　前記操作部に設けられる操作グリップは、進行方向に向かって前方もしくは後方または
前後両方に圧力センサが配置される状態で設置されるものである請求項８または９に記載
の移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　パワーアシスト装置を操作するための操作グリップおよびこの操作グリップを使用する
移動体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の操作グリップは、例えば、自走式電気掃除機に使用されるものとして、オペレー
タが操作する際に把持する把持部に、４方向に分散配置された圧力センサを備えるものが
あった（特許文献１参照）。この技術は、オペレータのグリップ力を前後左右の４点にお
いて検出し、前後方向の移動に加えて左右方向への移動（操舵）に対し、パワーアシスト
のための駆動力を制御させるものであった。
【０００３】
　また、移動体に使用される同種目的の装置としては、ハンドルホルダ内に挿通されたハ
ンドル軸が変位（角度変更）を許容された状態で設けられ、ハンドル軸の表面に設置され
た４個の圧力センサが、ハンドルホルダとの相対的な変位を検出し、前進、後退、左操舵
、右操舵を操作可能としたものがあった（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２２８０８８号公報
【特許文献２】特開２０１５－４７９３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前掲の特許文献１に開示される技術は、一個所に集中させた圧力センサによって移動体
を操作するものであり、上記操作部における圧力センサは、把持部分の内側にセンシング
部を配置したものであって、オペレータは当該センシング部に対して直接グリップ力を付
与させなければならず、そのためにグリップを把持する状態が固定化されることとなるも
のであった。また、移動方向を変化させる場合には、４つの圧力センサに作用するグリッ
プ力の分布に応じて進行方向を算出する制御システムによるため、オペレータの動作によ
るグリップ力の変化が当該分布に反映されることとなり、操舵のための操作は個々のオペ
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レータによって異なることが懸念されるものであった。
【０００６】
　また、前掲の特許文献２に開示される技術は、単一のハンドル軸に対し、４個所の圧力
センサを備え、２個の圧力センサが同時に圧力を検出する場合に、当該２個の圧力センサ
の位置によって単一ハンドル軸の変位を検出するものであり、当該ハンドル軸の変位の状
態によって、移動体が移動するための前後左右の操作を行うものであった。そのため、４
個所の圧力センサによって検出されるハンドル軸の変位の状態は、予め定めた状態の範囲
内に制限されることとなるうえ、前進または後退の操作と同時に僅かな操舵を操作するこ
とには限界があることが懸念されるものであった。
【０００７】
　ところで、上記に使用される操作グリップは、その構成が詳細に示されておらず、圧力
センサに対する操作力の提示の状態が不明確であった。すなわち、特許文献１では、オペ
レータが把持することにより、その握力によってグリップ力として提示するものであり、
操作力は結局のところ、オペレータの握り方に依存することとなる。また、特許文献２で
は、ハンドル軸が変位できる状態が固定化されており、二個所の圧力センサが圧力を検出
することにより、前後左右の操作を可能にするものであるが、ハンドル軸の可動域は限定
的であるため、圧力センサにより検出された圧力の程度に応じてアシスト力を調整できる
か否かが明確ではない。この点、当該文献は、圧力センサが圧力の有無を検出するものと
して使用されており、圧力センサに代えてスイッチを使用することも可能とされているこ
とから、アシスト力に反映し得る構成とはなっていない。
【０００８】
　一般的に、移動体にパワーアシスト機能を備える目的には、移動体の重量が非常に大き
い場合に駆動力によって補助する目的のほかに、積載する荷物の重量によって移動体全体
の重量が変化する場合においても、当該重量の変化に応じてアシスト力を変化させ、操作
力を安定させる目的がある。このような目的の場合においても、操作力を検出・測定し、
その操作力に応じたアシスト力を付与させるようにしている。しかしながら、操作部に作
用する操作力の向きに応じて、検出・測定される値が頻繁に変化することから、各種の条
件を総合的に判断してアシスト力を付与させなければならなかった。そのための機構は複
雑であり、操作部の構造も複雑なものとなっていた。
【０００９】
　本発明は、上記諸点にかんがみてなされたものであって、その目的とするところは、比
較的簡易な構造により操作力を検出・測定し得る操作グリップを提供し、この操作グリッ
プを用いた移動体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、操作グリップに係る本発明は、パワーアシスト装置に用いられるアクチュエー
タを操作するための操作グリップであって、前記パワーアシスト装置の操作部に固定され
る軸部と、この軸部を遊嵌する状態で装着される筒状の把持部と、前記軸部の表面にセン
シング部を配置してなる圧力センサと、前記把持部の内部表面において前記圧力センサの
センシング部に対向する位置に突設された作用部と、前記圧力センサおよび前記作用部に
対して相互に離間する方向へ付勢する付勢手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１１】
　上記構成によれば、未操作時において、圧力センサのセンシング部と、把持部の作用部
とは、付勢手段により離間しており、圧力センサによる圧力の検出はない。これに対し、
操作時には、把持部に操作力を付与することにより、前記付勢手段に抗して作用部がセン
シング部に当接し、圧力センサが作用部によって押圧される圧力を検出・測定することが
できる。このときの圧力の大きさは、アシスト力に反映させることができることとなる。
すなわち、操作時において、把持部に付与される操作力は作用部に集中するため、把持部
の他の部位が軸部に接触することがなく、操作力の全てを圧力センサに作用させることが
できる。また、操作力の付与を解除した場合には、付勢手段により作用部が圧力センサか
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ら離間することとなり、アシスト力の作動を停止させることができる。
【００１２】
　前記構成の操作グリップにおいては、圧力センサが、前記軸部に埋設され、センシング
部を該軸部の表面に露出させるように配置されるように構成することができる。
【００１３】
　このような構成の場合には、圧力センサが軸部の表面から突出することにより、把持部
との間隙を大きく形成されることがないうえに、把持部に突設される作用部の突出長によ
って、両者の間隙を小さくすることとなる。この間隙が大きい場合には把持部が不安定な
状態となるため間隙はできる限り小さいことが好ましい。
【００１４】
　また、前記各構成において、圧力センサは、前記軸部の軸線を中心に相互に逆向きにセ
ンシング部を配置した少なくとも２個の圧力センサ群であり、前記作用部は、前記軸部の
両側から前記圧力センサ群の個々のセンシング部に対し個別に対向するように、前記把持
部の内部表面に突設された作用部群であり、前記付勢手段は、それぞれの圧力センサおよ
び作用部に対して双方向に離間させるように付勢する二組の付勢手段で構成することがで
きる。
【００１５】
　上記構成の場合には、操作部によるアシスト力の調整に二方向の操作を可能にする。こ
れは、例えば、前進と後退の二方向があり得る。この場合においても、二方向における操
作力の検出は、同じ構成による圧力センサに対する作用部の押圧力によるため、同じ程度
の大きさによって操作力を付与することにより、二方向への操作を可能にするものである
。
【００１６】
　また、前記各構成において、前記圧力センサに接続される信号線は、前記軸部の内部に
配設されていることが好ましい。圧力センサによって検知される検知信号の信号線は、軸
部と把持部とに形成される間隙に配置することも可能であるが、当該信号線を保護するた
めに、軸部の内部に配置することが好ましい。この場合、軸部の内部を中空にすることに
より、当該信号線の設置領域を確保することができる。
【００１７】
　さらに、前記各構成においては、前記軸部が筒状体または中空体によって構成され、該
筒状体または中空体の内部に高剛性材料を挿通または内蔵してなる構成とすることができ
る。操作グリップ全体の重量を軽減させるため、軸部および把持部をプラスチック等の合
成樹脂によって構成し、操作力によって軸部等が撓まないようにするため、芯材として高
剛性の材料を使用することができる。高剛性の芯材としては金属材料などがあるが、全体
重量を低減させるためには、硬質のプラスチック材料でもよい。なお、寸法上の制限によ
り小径の芯材とする場合には金属材料を使用することが好ましい。
【００１８】
　また、前記各構成において、前記軸部は、外部形状における断面形状を矩形とし、前記
圧力センサは、上記矩形断面のうち対向する二辺の一方または両方に配置されるものであ
り、前記把持部は、内部形状における断面形状を矩形とし、前記作用部は、前記圧力セン
サが配置される辺に対向する辺に設けられ、かつ該圧力センサが配置される辺との間には
所定の間隙が形成されるものであり、該圧力センサが設けられない対向する二辺を構成す
る平面部と、該作用部が設けられない対向する二辺を構成する平面部とが、相互に摺接さ
れているものとすることができる。
【００１９】
　上記構成によれば、把持部は、矩形断面の軸部のうち、摺接する平面部に沿った移動が
許容されることとなる。矩形断面のうち、圧力センサおよび作用部が設けられる辺は相互
に所定の間隙が形成され、その間隙の範囲内で可動できる。従って、把持部は、作用部を
圧力センサに向かって押圧するように移動することによって、操作力を圧力センサに検出
させることができ、操作力を与えないときは付勢手段によって所定の間隙を形成する状態
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に復元されることとなる。
【００２０】
　さらに、前記各構成における軸部としては、前記把持部の両端が摺接するように大径に
膨出させたストッパ手段を備える構成としてもよい。この場合には、把持部が、軸部の軸
線方向への移動を制限することができることとなる。
【００２１】
　他方、移動体に係る本発明は、前記構成のいずれかに記載の操作グリップを有するパワ
ーアシスト機能を有する移動体であって、左右対称に装着される一対の車輪と、該車輪を
独立して駆動するための二つのアクチュエータと、左右対称に設置される一対の操作部と
を備え、前記一対の操作部のそれぞれに前記操作グリップが設けられ、該操作グリップの
圧力センサによって検出される圧力の程度に応じて、前記アクチュエータを個別に制御し
てなることを特徴とするものである。
【００２２】
　上記のような構成によれば、車輪、アクチュエータおよび操作部が、左右対称に設けら
れ、一対の操作部に個別の操作グリップを設けた構成となっており、個別の操作グリップ
による圧力センサの情報に基づいて、個々のアクチュエータを個別に制御することから、
操作部ごとに操作力を与えることにより、アシスト力を得ながら移動体を移動することが
できる。このとき、前方または後方への移動をアシストする際には、左右の操作部に設置
された操作グリップに対して同時に同程度の操作力を付与することとなり、操舵操作が必
要な（左右へ向きを変える）場合には、左右の操作部における操作グリップに与える操作
力に差違を設けることにより、一方のアクチュエータが他方のアクチュエータよりも強力
に作動し、車輪の回転数の差違によって操舵を可能にするものである。これは、左右に分
かれた（一対の）操作部を同時に押したり引いたりしながら前進または後退させ、また、
左右いずれか一方を他方よりも強く押したり引いたりしながら向きを変える操作と同じで
ある。従って、通常の操作方法と同様でありながら、パワーアシスト機能を発揮させた移
動が可能となる。
【００２３】
　前記構成において、前記アクチュエータはモータドライバを有する電動モータであり、
圧力センサによる検出値に基づきアシスト力を算出するとともに、該アシスト力に必要な
前記電動モータの電圧値を算出する演算手段を備え、該演算手段によって算出される電圧
指令に基づきモータドライバが電動モータの出力を制御してなる構成とすることができる
。
【００２４】
　上記構成によれば、左右対称に設置される電動モータの駆動力を、左右個別に制御する
ことのみによって、前進または後退および操舵を可能にするものである。この場合、個々
の操作部に設置される操作グリップによって検出される圧力センサの情報は、異なる側の
アクチュエータの作動に影響を与えないことから、簡単な制御手段によって実現すること
ができる。
【００２５】
　なお、前記各構成における操作部に設けられる操作グリップは、進行方向に向かって前
方もしくは後方または前後両方に圧力センサが配置される状態で設置されるものであるこ
とが好ましい。すなわち、圧力センサによる操作力の検出を前後方向に一致させることに
より、前進または後退させる際の操作力を検出し、当該操作力に応じてアシスト力を付与
することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　操作グリップに係る本発明によれば、把持部に設けられた作用部に操作力を集中させ、
この作用部が圧力センサに対して押圧力を作用させることから、把持部に与えられる操作
力は、当該圧力センサによって容易に検出・測定されることとなる。また、圧力センサの
センシング部と作用部とは付勢手段によって離間される状態となり、操作力が与えられな
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い場合には、圧力センサでは押圧力を検出することはなく、当該付勢手段による付勢力に
抗して把持部を移動させるような操作力が付与された場合において、作用部が圧力センサ
に当接し、当該操作力を排除した場合には再び離間状態に復元される。そのため、この操
作部の当接によりアシスト力を作用させる際のスイッチとしての機能を果たすことができ
る。そして、このような操作グリップは、筒状の把持部に軸部を挿通した簡便な構造であ
り、また、軸部の外側断面形状、および把持部の内側断面形状を、それぞれ矩形とするこ
とにより、把持部の移動方向を限定的なものとすることができ、例えば、前後方向への移
動に対するアシスト力を付与する場合において好適なものとなる。
【００２７】
　他方、移動体に係る本発明によれば、左右に配置される個別の操作グリップによって検
出され、その操作力に応じた制御信号が、左右対称に設けられたアクチュエータに対し付
与されるため、左右の操作グリップに与えられる操作力によって個別に車輪を駆動させる
ことができる。このような機構により、左右の操作グリップに同程度の操作力が付与され
れば、左右の車輪が同程度に駆動され、前後方向への移動におけるアシスト力を得ること
ができ、左右の操作グリップに異なる大きさの操作力が付与されれば、左右方向への操舵
が可能となる。左右に操作部を有する一般的な移動体の操作においては、パワーアシスト
機能を有しない場合においても、同様の操作を行うことから、通常の操作と同じ感覚によ
って、移動体を操作しつつアシスト力を適宜受けることができる。この場合、操作グリッ
プに設けられる圧力センサによって押圧力の程度（大きさ）に応じて駆動力の大きさを変
化させることにより、当該走行体が重量状態の場合であっても軽量状態の場合と同程度に
、適当な負荷を得ながら移動体を操作し得るものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】操作グリップに係る本発明の実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】操作グリップの実施形態の全体を示す斜視図である。
【図３】（ａ）はＩＩＩＡ－ＩＩＩＡ線における断面図であり、（ｂ）はＩＩＩＢ－ＩＩ
ＩＢ線における断面図である。
【図４】（ａ）はＩＶＡ－ＩＶＡ線における拡大断面図であり、（ｂ）はＩＶＢ－ＩＶＢ
線における拡大断面図である。
【図５】（ａ）は、操作グリップに係る実施形態の平面視における拡大図であり、（ｂ）
は、ＶＢ－ＶＢ線における拡大断面図である。
【図６】操作グリップに係る実施形態の作動状態を示す説明図である。
【図７】操作グリップに係る実施形態の作動状態を示す説明図である。
【図８】移動体に係る本発明の実施形態を示す説明図である。
【図９】移動体に係る実施形態の変形例を示す説明図である。
【図１０】移動体に係る実施形態の変形例を示す説明図である。
【図１１】移動体に係る実施形態における制御の状態を示す説明図である。
【図１２】操作グリップに係る実施形態の変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１および図２は、操作グリッ
プに係る第一の実施形態を示す図である。これらの図に示されるように、本実施形態の操
作グリップＡの概略は、軸部１と、この軸部１を遊嵌するように装着される把持部２とで
構成されている。なお、本実施形態の操作グリップＡは、軸線方向に沿った分割線で二分
割して把持部構成部材２ａ，２ｂとし、これら把持部構成部材２ａ，２ｂを一体化するこ
とによって単一の把持部２を構成させるものとしており、図１は二つの把持部構成部材２
ａ，２ｂを分解した状態を示し、図２は一体化した状態を示している。
【００３０】
　軸部１は、図１に示されているように、断面矩形の長尺な棒状部材で構成され、当該矩
形断面の対向する二辺（対向位置にある二つの平面）１１，１２のほぼ中央に圧力センサ
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３が設けられている。この圧力センサ３は、フィルム状の圧力センサを使用し、そのセン
シング部が当該平面に露出させた状態で配置されている。また、その両側（長手方向両端
近傍）には、適宜深さの穴４が２個ずつ（片側平面ごとに合計４個）穿設され、圧縮コイ
ルバネ５，６を収容できるようになっている。この穴４の深さは、圧縮コイルバネ５，６
の全体を収容するようなものではなく、圧縮コイルバネ５，６の片方端部を部分的に収容
できるものとし、他方の端部は把持部２に収容できるようにするものである。
【００３１】
　把持部２は、二つの把持部構成部材２ａ，２ｂを対向しつつ一体化することによって、
前記軸部１を遊嵌できる中空状を有する筒状体に形成されるものである。
【００３２】
　ここで、把持部構成部材２ａ，２ｂは、断面形状半円形の外形部２１ａ，２１ｂと、断
面矩形の中空状内部２２ａ，２２ｂとで構成され、対向する当接面２３ａ，２３ｂ，２４
ａ，２４ｂをそれぞれ当接させつつ一体化することにより、全体として断面矩形の中空部
を有する筒状体となるものである。本実施形態は、二つの把持部構成部材２ａ，２ｂを一
体化するために、両端に半円板状の接合部２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２６ｂがそれぞれ設
けられ、さらにこの接合部２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２６ｂには、外部から前記当接面２
３ａ，２３ｂ，２４ａ，２４ｂに至る複数の貫通孔２７ａ，２７ｂが適宜間隔で設けられ
、ネジまたはボルトおよびナット等による締着具２８によって、締着固定できるようにな
っている（図２参照）。
【００３３】
　また、中空状内部２２ａ，２２ｂは三つの表面で構成され、そのうち軸部１の平面１１
，１２に対向する面（内部表面）には、軸部１の二つの平面１１，１２に設けられる圧力
センサ３と対向するように突起部７が設けられている。この突起部７は、圧力センサ３に
１対１で当接するものであり、センシング部の大きさ・形状に合わせて、本実施形態では
四角形状の面を形成している。この突起部７が圧力センサ３のセンシング部と当接し、か
つ圧力（操作力）を作用させることによって、その圧力が検出されるものである。その意
味において、当該突起部７は、作用部として機能するものであり、以下において作用部７
と表記する。
【００３４】
　なお、上記作用部７の両側（長手方向両端近傍）には、前記圧縮コイルバネ６，７の他
方の端部を収容するために、適宜深さの穴８が設けられている。また、軸部１の両端には
円柱状の膨出部９が設けられ、把持部２（把持部構成部材２ａ，２ｂ）の軸線方向への移
動を制限するストッパ手段として機能させているとともに、該円形部材９が、パワーアシ
スト装置（移動体等）の操作部に接続（固定）されることにより、当該パワーアシスト装
置に装着されるものである。すなわち、円柱状の膨出部（ストッパ手段）９は、軸部１に
よって形成される矩形断面の一辺の長さよりも大きい外径を有する円柱体であり、把持部
構成部材２ａ，２ｂを一体化したとき（図２参照）、両端の接合部２５ａ，２５ｂ，２６
ａ，２６ｂの端面が、膨出部（ストッパ手段）９が膨出した端縁に当接することとなり、
把持部２が軸線方向へ移動できない状態とするものである。また、移動体等に装着する場
合、その装着すべき操作部は、一般的に円筒形のパイプ状の部材Ｐ１，Ｐ２であるため、
当該パイプ状部材Ｐ１，Ｐ２の中空内部Ｈ１，Ｈ２の内径とほぼ同径の外径に形成される
ことにより、当該中空内部Ｈ１，Ｈ２に膨出部（ストッパ部）９を挿入することによって
、操作部に対する装着を可能としているのである。なお、図示の実施形態では、把持部２
の接合部２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２６ｂを半円板状として、把持部２の表面に対して鍔
状とすることにより、前記操作部（パイプ状部材）Ｐ１，Ｐ２の中空内部Ｈ１，Ｈ２に膨
出部（ストッパ手段）９を挿入した際、操作部Ｐ１，Ｐ２の端縁が、接合部２５ａ，２５
ｂ，２６ａ，２６ｂの端面に当接できるようにしている。この両者の当接により、操作グ
リップＡが、操作部Ｐ１，Ｐ２に対して位置決めされることとなるものである。
【００３５】
　把持部構成部材２ａ，２ｂを一体化してなる把持部２と、軸部１との関係をさらに詳細



(9) JP 6544689 B2 2019.7.17

10

20

30

40

50

に説明する。図３（ａ）は、図２中のＩＩＩＡ－ＩＩＩＡ線における断面図であり、（ｂ
）はＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線における断面図を示している。また、図４（ａ）は、図３（ａ
）中のＩＶＡ－ＩＶＡ線における断面図であり、（ｂ）はＩＶＢ－ＩＶＢ線における断面
図である。
【００３６】
　これらの図に示されているように、一体化した把持部２は、その内部表面２９が軸部１
の二つの平面１１，１２との間に間隙を形成している（図３（ａ）、図４（ａ）および（
図４（ｂ）参照）。これは、把持部２に外力が作用していない状態であり、圧縮コイルバ
ネ５，６の付勢力によって、軸部１の平面１１，１２から両側へ向かって把持部構成部材
２ａ，２ｂを離間させる方向へ付勢しているためである。他方、軸部１の残りの平面と把
持部２の残りの内部表面とは当接しており（図３（ｂ）参照）、この対向面に垂直な方向
へは移動（摺動）できない状態となっている。
【００３７】
　上記構成により、把持部２は、一方向にのみ、すなわち圧縮コイルバネ５，６の付勢に
抗する方向へのみ移動（摺動）可能となっており、この移動（摺動）によって、前記間隙
が変化し、作用部７が圧力センサ３に当接することができるのである。また、圧縮コイル
バネ５，６は、上下対称であり（図３（ａ）参照）、かつ左右対称である（図４（ｂ）参
照）ことから、把持部２に外力が作用する場合、これらの付勢に抗する状態（すなわち平
行移動させた状態）において、作用部７が正確に圧力センサ３に当接するものとなり、外
力を解消させた場合に、両側に均等な所定の間隙を形成させるように復元できるものであ
る。
【００３８】
　また、接合部２５ａ，２６ｂ（，２６ａ，２６ｂ）とストッパ手段９との関係を詳述す
れば、図５（ａ）に示すように、ストッパ部材９の一部が、接合部２５ａ，２６ｂの端面
に当接した状態となっている。特に、把持部２は、軸部１と間隙を有する方向へのみ移動
（摺動）可能であるため、当該間隙を形成させる内部表面２９の側については、特別にス
トッパ部材９との当接を考慮せず、移動（摺動）方向に対して両側が当接されるようにし
ているのである。
【００３９】
　そして、図５（ｂ）に示すように、接合部２５ａ，２５ｂは、左右両側において締着部
材２８によって締着固定されており、軸部１を中心に両側が固定されることにより、二つ
の接合部２５ａ，２５ｂが対向しつつ当接させた状態で把持部２を含む全体を一体化して
いるのである。
【００４０】
　上記のように、本実施形態は、軸部１と把持部２との間には適宜な間隙が構成されてい
る。この間隙は、圧縮コイルバネ５，６によって、軸部１から把持部構成部材２ａ，２ｂ
をそれぞれ離間する方向へ付勢するものであり、把持部２に外力が作用しない限りにおい
て、前記間隙が保持される状態となっている。すなわち、本実施形態における圧縮コイル
バネ５，６が、付勢手段として機能しているのである。なお、付勢手段としては、圧縮コ
イルバネ５，６に限定されるものではなく、板バネを使用してもよく、更には、ゴム等の
弾性体を使用してもよい。要するに、外力が作用しない状態において、軸部１と把持部２
との間に適宜な間隙を形成させることができればよいのである。
【００４１】
　軸部１の二つの平面１１，１２には、その長手方向ほぼ中央に圧力センサ３が配置され
ている。この圧力センサ３は、フィルム状の圧力センサであり、肉厚が０．１ｍｍ程度の
薄肉であるが、本体部分が軸部１に埋め込まれ、センシング部（センサ表面）のみが露出
している状態としている。圧力センサ３によって検出される信号は、信号線３１，３２に
よって操作グリップＡの外方へ送られるが、この信号線３１，３２は、軸部１の内部に埋
設している。なお、フィルム状の圧力センサは、フィルム状のピエゾ抵抗式圧力センサを
使用することができるほか、静電容量型の圧力センサ、ひずみゲージ、ロードセル、感圧
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導電性ゴムなどを使用してもよい。また、信号線３１，３２は、軸部１の平面１１，１２
に金属薄膜を積層して形成させたものでもよい。
【００４２】
　次に、上記実施形態の作動態様について説明する。上述のように、圧力センサ３は、矩
形断面の軸部１の二つの対向する平面１１，１２に設けられており、作用部７は、この圧
力センサ３に適宜間隔を有した状態で対向する位置に設けられている。すなわち、軸部１
の平面１１，１２と把持部２の内部表面２９との間に間隙を設けたうえで、さらに突設し
た作用部７の突出長は前記間隙よりも小さくなるように調整されているのである。
【００４３】
　詳細には、軸部１の断面形状は矩形であり、把持部構成部材２ａ，２ｂによって構成さ
れる把持部２の中空内部の断面形状も矩形であるが、把持部２の中空内部の二辺が僅かに
長く構成されている。この二辺の長さの相違によって、圧力センサ３が設けられる平面１
１，１２から間隙を有した状態で、把持部２の内部表面２９を形成することができるもの
である。さらに、把持部２の内部表面２９に突設される作用部７の先端表面が圧力センサ
３に達しない程度に、その突出長を制限して設けているのである。そして、対向する位置
にある他の二つの表面には、間隙が形成されておらず摺接状態となっている。当該二表面
が摺接することにより、把持部２は、所定の方向に向かって進退（図中上下方向）のみへ
の移動が許容されることとなるのである。なお、圧力センサ３と作用部７との間隙は僅か
な程度（例えば、０．５ｍｍ程度）とすることにより、操作者において遊び（ガタ）を感
じさせないものとすることができる。また、圧縮コイルバネ５，６の圧縮反発力は緩やか
なものとし、外力が消失した状態で間隙を復元できる程度の最小限の大きさとしている。
【００４４】
　そこで、本実施形態の作動態様について説明する。図６および図７は、把持部２に対し
て外力が作用し、当該把持部２が所定の進退方向（図中上下方向）へ移動する状態を示す
ものである。これらの図に示すように、把持部２（把持部構成部材２ａ，２ｂ）の内部表
面２９に突設される作用部７は、圧力センサ３に対向させており、把持部７が所定の進退
方向（図中上下方向）へ移動することにより、一方のみが当接し（押圧し）、他方は離間
することとなるのである。
【００４５】
　そこで、図６に示すように、図中下向き（これを前方とする）に把持部２を移動させる
（外力を作用させる）とき、上位の把持部構成部材２ａに配置した作用部７が、軸部１の
一方平面１１に配置した圧力センサ３のセンシング部に当接する。このとき他方の作用部
７は、離間する方向へ移動する。そして、把持部２に作用させている外力は、圧力センサ
３への当接の後、その強さの程度が圧力として検出されることとなる。このように一方へ
外力を作用することにより、その外力の方向へ僅かながら把持部２が移動し、当該外力の
大きさを測定することができるのである。このときに検出される圧力の程度に応じて、パ
ワーアシスト機構を作動させることにより、外力を緩和するために必要なアシスト力を付
与させることができるのである。
【００４６】
　他方、図７に示すように、後退（図中上向き）に把持部２を作動させる場合には、上記
と逆に、下方に位置する把持部構成部材２ｂに配置した作用部７が、軸部１の他方平面１
１に配置した圧力センサ３のセンシング部に当接し、他方の作用部７は離間する。そして
、当接する圧力センサ３によって作用部７から与えられる圧力を検出するのである。
【００４７】
　上記のように、操作グリップに係る本実施形態は、圧縮コイルバネ５，６によって、常
時は圧力センサ３と作用部７とを離間させておき、外力が作用する（操作を開始する）際
には、両者を当接させたうえ、作用部７に集中される外力を圧力センサ３で検出すること
ができるのであり、把持部２の移動が所定方向に制限されていることから、外力（操作力
）が作用する方向および大きさを検出することが可能となる。そして、この外力（操作力
）の方向および大きさに応じて、アシスト力を付与するためにパワーアシスト機能を作動
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させることによって、適時かつ適当な大きさのアシスト力の付与が可能となる。
【００４８】
　次に、移動体に係る本発明の実施形態について説明する。図８および図９は、搬送用プ
ラットフォームにパワーアシスト機能を搭載したものであり、図１０は、車椅子にパワー
アシスト機能を搭載したものを示す。これらの搬送用プラットフォーム１００，２００お
よび車椅子３００に操作グリップを使用した状態を例示している。なお、図８のプラット
フォーム１００は比較的大型であり、操作部１０１，１０２が鉛直方向に設置されたもの
であり、図９のプラットフォーム２００は比較的小型であり、操作部１０１，１０２を斜
状に設けたものである。また、車椅子３００はハンドルＨＤに操作部１０１，１０２を設
けたものである。図９および図１０の操作部１０１，１０２を斜状にしたのは、操作者の
前腕部がほぼ水平な状態で把持できる高さにおいて、前進または後進の際に、肘の屈伸動
作によって操作力を容易に付与させるためである。
【００４９】
　これらの図に示されるように、両移動体（プラットフォーム）１００，２００の基本的
な構造は、移動体の本体を構成するフレームＦＬと、荷物またはパレット等を積載するた
めのフォーク状荷台部ＦＯとを有している。フォーク状荷台部ＦＯの先端には、回転自在
なキャスタ状車輪１０３，１０４が設けられ、この車輪１０３，１０４には駆動力が付与
されず、転動が自在となっており、また、オフセット軸によってフォーク状荷台部ＦＯに
装着され、オフセット軸を中心に水平面での回転が自在となっている。フレームＦＬの下
部基端には、駆動車輪１０５，１０６が設けられている。フレームＦＬの基端には、駆動
制御ボックス１０７が設けられ、図示せぬバッテリ、アクチュエータとしての電動モータ
、演算手段としてのマイクロコンピュータなどが搭載されている。そして、フレームＦＬ
には操作部１０１，１０２が設けられ、この操作部１０１，１０２に操作グリップＡが設
置されているのである。
【００５０】
　他方、車椅子３００の基本的な構造は、フレームＦＬによって椅子型が構成され、その
前方にキャスタ状車輪１０３（，１０４）が設けられ、後方には駆動車輪１０５，１０６
が設置されている。従って、前記プラットフォーム１００，２００と基本的には同じ構造
である。
【００５１】
　ここで、操作部１０１，１０２、キャスタ状車輪１０３，１０４および駆動車輪１０５
，１０６は、それぞれ左右対称に設けられ、それぞれ一対になって設けられている。また
、駆動車輪１０５，１０６を駆動するための電動モータも左右一対に用意され、個別の電
動モータは、個別にモータドライバを有している。なお、操作部１０１，１０２に装着さ
れる操作グリップＡは、前述のような構成であり（図３参照）、主軸１の向きが、圧力セ
ンサ３を設置する二つの平面１１，１２を前後方向となるように配置されている。また、
両支持部１０１，１０２における操作力が前記圧力センサ３によって検出され、その検出
値はマイクロコンピュータに送られるものである。演算部としてマイクロコンピュータは
、単一であるが、左右の操作力を個別に処理するものとなっている。
【００５２】
　そして、左側の操作部１０１に装着される操作グリップＡの圧力センサの検出値は、左
側の駆動車輪１０５のみの制御に使用され、右側のグリップＡによる検出値は右側の駆動
車輪１０６のみの制御に使用される。従って、左右一対の操作グリップＡに対し、操作者
が操作力を付与する場合、双方同時に同程度の前進方向の操作力を与えると、左右一対の
駆動車輪１０５，１０６は同時に回転して前方へ直進し、逆向きに同程度の操作力を付与
することにより、後方へ直進することとなるのである。
【００５３】
　他方、左右のいずれか一方のみに前方または後方への操作力を付与する場合には、一方
のみの駆動車輪１０５（，１０６）が回転することとなり、その偏った回転駆動力により
、向きを変化させることとなる。さらには、一方の操作力は前方へ、他方の操作力は後方
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へ、相互に逆向きとした場合においても、駆動車輪の一方（１０５）が前方へ、他方（１
０６）が後方へ転動することとなり、旋回するような状態で向きを変化させることとなる
。なお、キャスタ状車輪１０３，１０４は、当該駆動車輪１０５，１０６に駆動力が作用
し、前後進または方向の変更に応じて、従属的に自在に転動するものである。
【００５４】
　このように、操作力に応じて、駆動車輪１０５，１０６が駆動力を受けて回転すること
により、これらの移動体（プラットフォーム、車椅子）１００，２００，３００を移動さ
せる際に、パワーアシスト機能が発揮されるものとなり、大重量の積載物（または搭乗者
）が搭載された状態においても、パワーアシスト機能により容易に移動させることが可能
となるのである。
【００５５】
　ところで、左右一対の操作系と駆動系とを構築することは、第１に、操作力が両手で操
作部１０１，１０２を握って操作する際の移動状態に近似させるためであり、第２に、制
御機構を簡易にするためである。
【００５６】
　すなわち、アシスト力が与えられない状態において操作者が移動体１００，２００，３
００を操作する場合には、前進または後退させる場合には、両腕で進行方向へ向かって押
し、または引く動作を行う。また、向きを変化させる場合は、左右を異なる力で押し、ま
たは引くような動作をしている。これらの動作は、左右の操作部１０１，１０２を介して
、左右の車輪を個別にコントロールするものである。そのため、これと同じように、操作
者の操作力を左右で分離制御することにより、操作者の左右の操作力を駆動車輪１０５，
１０６に反映させることとしたのである。
【００５７】
　また、左右の操作部１０１，１０２における操作グリップＡで検出される操作力を総合
的に演算制御して、移動方向や移動量（移動速度）などをコントロールする場合は、操作
者の意図しないアシスト力が付与する原因となる場合がある。例えば、単一のコントロー
ラを使用する場合、コントローラを前後左右の四方向に向けて操作することとなるが、そ
の傾斜方向（コントローラの向き）が僅かな角度の変化によっても意図する方向から逸脱
する場合もあり得る。これを左右二つの操作部１０１，１０２に独立させることによって
、進行方向を感覚的に一致させるような操作が可能となるのである。
【００５８】
　そこで、そのための制御システムの概略を説明する。図１１は、システムの概略図であ
る。この図に示されているように、操作グリップＡ（正確には圧力センサ）によって検出
された操作力（圧力センサ回路による検出値）は、マイクロコンピュータ（以下、マイコ
ンと略称する）に送られ、検出の有無とともに、検出値の大きさに応じて、電動モータの
電圧値を演算する。演算された電圧値の指令は、モータドライバに送られ、所定の電圧値
に制御されつつ電動モータ（駆動モータ）を回転させるのである。このモータによる回転
駆動力は車輪１０５（，１０６）に伝達され、所定のトルク（回転力）によって車輪（１
０５（，１０６）を回転させることとなる。なお、駆動モータ（電動モータ）の出力軸（
駆動軸）には、エンコーダが設置され、エンコーダで計測された駆動軸の回転状態がマイ
コンに入力される。マイコンによる演算値に基づく駆動状態と、現実の駆動状態とを比較
し、指令値を再演算するためである。
【００５９】
　圧力センサ回路、マイコン、モータドライバおよび駆動モータは、いずれも搭載される
バッテリの電源が使用される。このバッテリの電圧の情報は、マイコンに送られておりバ
ッテリの残量に応じて、運転可能か充電を要するかが判断され、表示部としてのバッテリ
ランプの点灯状態を制御させている。バッテリランプの点灯状態は、任意に定めた区別に
基づいて、色彩の変化または点灯、点滅、消灯などの区別等によって、操作者に覚知させ
るものである。
【００６０】
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　なお、図示は、左右のいずれか一方における制御システムについて示し、図示に基づい
て説明したが、これと一対をなす他方の制御システムも同様である。ただし、マイコン、
バッテリおよびバッテリランプは単一のものを左右で共有することができる。
【００６１】
　移動体に係る本発明の実施形態は、上記のような構成であるから、比較的簡易な構成に
よりパワーアシスト機能を有する移動体を構成することができる。そして、その移動体は
、操作者がパワーアシスト機能を使用しない状態における操作と同様の動作によって、ア
シスト力を受けながら使用することが可能となり、好適な使用環境を実現させることとな
る。
【００６２】
　本発明のそれぞれの実施形態は以上のとおりであるが、これらは一例を示すものであっ
て、本発明がこれらの実施形態に限定される趣旨ではない。そこで、前述の実施形態をさ
らに変形することも可能である。
【００６３】
　例えば、図１２（ａ）に示すように、軸部１を断面円形の棒状部材とし、把持部２によ
る中空部の断面形状を略楕円（長孔）としてもよい。この場合、圧力センサ３は、曲面に
沿った状態で設けられ、作用部７は、当該曲面に当接可能な円弧状端面とすることとなる
。このような形状の変化によっても、同様の機能を得ることができる。
【００６４】
　また、図１２（ｂ）に示すように、軸部１の中心に芯材１０を配置する構成としてもよ
い。これは、軸部１が、加工を容易とするためにプラスチック材料等を使用する場合があ
るため、強度を確保するために、剛性のある材料（例えば、金属材料）によって芯材１０
を内部に挿通するのである。このような構成により、操作グリップＡの全体の強度を向上
させ、アシスト力が付与されない（通常時）において、強力に押し引き操作する場合に、
操作グリップＡの破損を未然に防止することができる。また、圧力センサ３の信号線３１
，３２は、軸部１と把持部２とで形成される間隙に配置してもよい。把持部２の移動によ
り当接する部分は、圧力センサ３のセンシング部と作用部７の端面であるから、それ以外
の領域には僅かながら間隙が常時形成されることとなる（図６、図７参照）。なお、圧縮
コイルバネ５，６は、局所的に設けられるため、信号線３１，３２は、この圧縮コイルバ
ネ５，６を避けて配線すれば、操作グリップＡの作動に支障を来すことがないのである。
【００６５】
　さらに、図示はしないが、圧力センサ３および作用部７は、軸部１の二平面にそれぞれ
設けたが、一方のみに設ける構成でもよい。このような構成は、移動体が前進のみであっ
て後退することがない場合に使用することができる。また、圧力センサ３と作用部７は、
前記実施形態から明らかなとおり、両者が一組となって配置されるものであるが、各対向
面に各１個ずつ配置したものを例示したが、適宜間隔で複数設置してもよい。この場合に
は、操作グリップＡに作用する操作力は、複数の圧力センサによって検出された値の合計
値として処理すればよい。そして、付勢手段としての代表例として圧縮コイルバネ５，６
を圧縮センサ３の両側に各２個（合計４個）を配置したが、好適な反発力を得るために、
各１個（合計２個）またはこれら以上としてもよい。
【符号の説明】
【００６６】
１　軸部
２　把持部
３　圧力センサ
４，８　穴
５，６　圧縮コイルバネ（付勢手段）
７　突起部（作用部）
９　円板部材（ストッパ手段）
１１，１２　軸部の二平面
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２１ａ，２１ｂ　外形部
２２ａ，２２ｂ　中空状内部
２３ａ，２３ｂ，２４ａ，２４ｂ　当接面
２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２６ｂ　接合部
２７ａ，２７ｂ　貫通孔
２８　締着具
２９　把持部の内部表面
３１，３２　信号線
１００，２００，３００　移動体
１０１，１０２，２０１，２０２　操作部
１０３，１０４　キャスタ状車輪
１０５，１０６　駆動車輪
１０７　駆動制御ボックス
Ａ　操作グリップ
Ｐ１，Ｐ２　パイプ状部材（操作部）
Ｈ１，Ｈ２　パイプ状部材の中空内部
ＨＤ　ハンドル
ＦＯ　フォーク状荷台部
ＦＬ　フレーム
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(16) JP 6544689 B2 2019.7.17

【図７】 【図８】
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              Ｂ６２Ｄ　　　１／００　　－　　１／２８
              Ｂ６２Ｋ　　２１／００　　－　２３／０８
              Ａ６１Ｇ　　　１／００　　－　　５／１４
              Ｇ０５Ｇ　　　１／００　　－　２５／０４
              Ｇ０１Ｌ　　　５／００　　－　　５／２８
              Ｂ６２Ｄ　　４１／００　　－　６７／００
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